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会 議 日 程 

 

令和６年２月１４日（水曜日） 午後２時１５分開会 

 

第 １  議席の指定 

第 ２  会議録署名議員の指名 

第 ３  諸般の報告 

第 ４  会期の決定 

第 ５  議第 １号 専決処分の報告及び承認について 

「熊本県後期高齢者医療広域連合一般職の職員の給与に関する条例

の一部改正」 

第 ６  議第 ２号 専決処分の報告及び承認について 

「熊本県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例の一部改正」 

第 ７  議第 ３号 令和５年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）について 

第 ８  議第 ４号 令和６年度熊本県後期高齢者医療広域連合一般会計予算について 

第 ９  議第 ５号 令和６年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計予算について 

第１０  議第 ６号 熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

第１１  議第 ７号 損害賠償額の決定について 

第１２  議第 ８号 和解の成立について 

第１３  一般質問 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（２８名） 

１番  田 中 敦 朗 

３番  松 岡 隼 人 

４番  古 城 義 郎 

６番  江 田 計 司 

７番  服 部 香 代 

８番  緒 方 哲 郎 

９番  藤 井 慶 峰 

10番  小 西 涼 司 

11番  溝 見 友 一 

12番  園 田 浩 文 

13番  中 尾 友 二 

14番  西 嶌 隆 博 
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17番  立 山 秀 喜 

18番  中 逸 博 光 

19番  石 原 佳 幸 

20番  豊 瀨 和 久 

25番  牛 嶋 津世志 

29番  森 田 義 雄 

33番  三 浦 賢 治 

34番  林 田 燿 宏 

35番  栁 迫 好 則 

37番  吉 瀬 浩一郎 

38番  黒 木 龍 次 

39番  中 嶽 弘 継 

42番  内 山 慶 治 

43番  松 谷 浩 一 

44番  溝 口 峰 男 

45番  山 﨑 秀 典 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

欠席議員（１７名） 

２番  中 村 博 生 

５番  髙 岡 利 治 

15番  上 田  孝 

16番  松 尾 純 久 

21番  小 林 久美子 

22番  髙 橋 周 二 

23番  渡 邉 誠 次 

24番  市 原 正 文 

26番  堀 田 直 孝 

27番  吉 良 清 一 

28番  藤 木 正 幸 

30番  西 村 博 則 

31番  宮 本 修 治 

32番  藤 澤 和 生 

36番  森 本 完 一 

40番  市 岡 智 惠 

41番  木 下 丈 二 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

広 域 連 合 長   大 西 一 史 
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事 務 局 長   岩 﨑 高 児 

事務局次長兼事業課長   上 野  信 

事務局次長兼給付課長   池 田 良 一 

事務局次長兼総務課長   古 賀 優 作 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

議会事務局職員 

議 会 事 務 局 長   小 原 光 博 

書 記   藤 本 丈 司 

書 記   中 山 義 崇 

書 記   藤 井 隆 寛 

────────────── ○ ───────────── 

午後２時１５分開会 

────────────── ○ ───────────── 

 

○田中敦朗 議長 

 それでは、会議を始めます。 

 ただいまの出席議員は２８名でございます。 

 よって、定足数に達しておりますので、ただいまから令和６年第１回熊本県後期高齢者

医療広域連合議会定例会を開会いたします。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付しております議事日程のとおりでありま

すが、日程第５ないし日程第１２の議案審議については、まず、提案理由について一括し

て説明を求め、その後、議案に対する質疑はございませんでしたので、直ちに討論・採決

に入ることとさせていただきますので、あらかじめ御了解ください。 

────────────── ○ ───────────── 

日程第１ 議席の指定 

○田中敦朗 議長 

 それでは、これより、日程第１、「議席の指定」を行います。 

 議員の議席は、会議規則第４条第２項の規定により、議長が定めることとなっておりま

す。 

 議員の議席は、ただいま御着席のとおり指定いたします。 

────────────── ○ ───────────── 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

○田中敦朗 議長 

 次に、日程第２、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第７６条の規定により、議長が指名するようになっており

ます。 

 ９番、藤井慶峰議員、１１番、溝見友一議員を指名いたします。 

────────────── ○ ───────────── 
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日程第３ 諸般の報告 

○田中敦朗 議長 

 次に、日程第３、「諸般の報告」を申し上げます。 

 監査委員から地方自治法第２３５条の２第３項の規定による「現金出納検査結果報告」

がありましたので、お手元に配付し、議会に対する報告といたします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

────────────── ○ ───────────── 

日程第４ 会期の決定 

○田中敦朗 議長 

 次に、日程第４、「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。これに御異

議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○田中敦朗 議長 

 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日１日限りに決定いたしました。 

────────────── ○ ───────────── 

日程第 ５ 議第 １号 専決処分の報告及び承認について 

「熊本県後期高齢者医療広域連合一般職の職員の給与に関する条

例の一部改正」 

日程第 ６ 議第 ２号 専決処分の報告及び承認について 

「熊本県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部改正」 

日程第 ７ 議第 ３号 令和５年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）について 

日程第 ８ 議第 ４号 令和６年度熊本県後期高齢者医療広域連合一般会計予算につい

て 

日程第 ９ 議第 ５号 令和６年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計予算について 

日程第１０ 議第 ６号 熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議第 ７号 損害賠償額の決定について 

日程第１２ 議第 ８号 和解の成立について 

○田中敦朗 議長 

 次に、日程第５ないし日程第１２、議案審議を行います。 

 議第１号ないし議第８号を一括して議題といたします。 
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 議案の朗読はこれを省略し、直ちに上程諸議案に対する提案理由の説明を求めます。 

────────────── ○ ───────────── 

○大西一史 広域連合長 

 議長。 

────────────── ○ ───────────── 

○田中敦朗 議長 

 大西連合長。 

────────────── ○ ───────────── 

（大西一史広域連合長 登壇） 

○大西一史 広域連合長 

 皆様、こんにちは。広域連合長の大西でございます。まずは、先月１日に発生をいたし

ました「令和６年能登半島地震」でお亡くなりになられた方々に哀悼の意を表しますとと

もに、被災された全ての皆様に心からお見舞いを申し上げます。 

 それでは、提案理由の説明に先立ち、一言、御挨拶を申し上げます。 

 令和６年第１回定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、御多用

にもかかわらず、御出席を賜り、厚く御礼申し上げます。また、本県の後期高齢者医療制

度につきまして、議員の皆様をはじめ、構成市町村の皆様の御協力により円滑に運営する

ことができておりますことに対しまして、改めて感謝を申し上げます。 

 さて、高齢化が進み、現役世代の人口減少が加速する中、国においては、医療保険制度

を将来にわたって持続可能なものとすべく、後期高齢者の保険料負担と現役世代の支援金

についてのバランスが見直されるなど、全世代対応型の社会保障制度の構築が図られてお

ります。 

 このような中、令和６年度に行われる診療報酬改定は、物価高騰・賃金上昇、経営の状

況のほか、支え手が減少する中での人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を総

合的に勘案し、必要なサービスが受けられるよう必要な対応をすることとされており、こ

れらを踏まえましての保険料率改定においては、後期高齢者の負担増は避けられないもの

と存じます。 

 このように、持続可能な社会保障制度を構築していく中、本広域連合といたしましては、

４５市町村と連携を図りながら安定した制度運営に取り組む所存でございますので、議員

の皆様には、なお一層の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 これより、令和５年度補正予算、令和６年度当初予算のほか、条例改正など、８件の案

件について御審議いただきます。その中で、２年ごとに見直す保険料率につきましては、

継続的かつ安定的な制度運営のため、引き上げざるを得ない結論に至りました。被保険者

数の増加とともに、保険給付費が増加していることが主な原因ですが、後期高齢者医療を

取り巻く環境が大変厳しい状況にありますことを御理解いただきますよう、どうかよろし

くお願いいたします。 

 それでは、議第１号から議第８号までの提案理由につきまして、一括して説明をさせて

いただきます。 
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 まずは、「専決処分の報告及び承認について」でございます。議第１号から議第２号ま

での議案につきましては、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分により

定め、同条第３項の規定に基づき、議会に報告し、その承認をお願いするものでございま

す。 

 議第１号、「一般職の職員の給与に関する条例の一部改正」及び議第２号、「会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正」でございますが、こちらは、いず

れも人事院勧告等を踏まえ、一般職及び会計年度任用職員の給与等に関する条例について

所要の改正を行うものでございます。 

 続きまして、議第３号は、「令和５年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」

でございます。主な内容といたしましては、決算見込みによる補正でございまして、保険

料等負担金、後期高齢者医療制度事業費補助金等に伴うものとなっております。既定の歳

入歳出予算の総額からそれぞれ４億３６９万６，０００円を減額し、補正後の歳入歳出予

算の総額を３，１８４億１，２６５万３，０００円とするものでございます。このほか、

令和５年度中に業務委託を必要とする市町等との契約について債務負担行為を定めるもの

でございます。 

 続きまして、議第４号及び議第５号について御説明いたします。本件は、地方自治法第

２１１条第１項の規定に基づき、令和６年度の一般会計予算及び後期高齢者医療特別会計

予算について、議会の議決をお願いするものでございます。 

 まず、議第４号、「一般会計予算」について御説明いたします。こちらは、主に広域連

合の運営等に関する経費でございまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億９，

８５８万円とするものでございます。前年度と比較いたしますと、指定金融機関への支払

事務手数料の有料化に伴う増などにより、３，３７９万８，０００円、１２．７６％の増

額となっております。 

 次に、議第５号、「後期高齢者医療特別会計予算」について御説明いたします。こちら

は、主に県下、約３０万人の被保険者に対する医療給付に係る経費でございまして、予算

の約９８．５％が保険給付費となっております。令和６年度は、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ３，１８７億８，２２３万３，０００円とするものでございます。前年度と比較い

たしますと、６１億７，７６４万８，０００円、１．９８％の増額となっております。こ

れは、主に被保険者数が前年度比で１．０％増加する見込みであることと、一人当たり医

療費が前年度比で１．３８％増加する見込みであることが大きな要因でございます。 

 続きまして、議第６号、「後期高齢者医療に関する条例の一部改正」につきましては、

高齢者の医療の確保に関する法律第１０４条第３項の規定に基づく、令和６年度・７年度

の保険料率につきまして、所得割率及び均等割額を改定するものでございます。また、令

和６年４月１日から施行されます「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」の一部改正

に伴い、賦課限度額の引き上げを行いますほか、保険者に対して交付される出産育児交付

金に充てるため、広域連合が出産育児支援金を納付することとするものなどでございます。 

 続きまして、議第７号、「損害賠償額の決定について」につきましては、後期高齢者医

療給付費等国庫負担金の交付額返還の遅延に係る損害賠償額を決定するものでございます。
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事案の概要としましては、令和３年度後期高齢者医療給付費国庫負担金の交付額確定によ

り、当広域連合が超過交付額を国に返還する必要が生じたものの、当広域連合には熊本県

から納入告知書が発送されておらず、納付期限である令和５年４月２８日までに超過交付

額の返還ができず延滞金が発生したものでございます。 

 これに関連しまして、議第８号、「和解の成立について」につきましては、ただいま御

説明いたしました交付額返還の遅延に係る延滞金の発生について、熊本県に過失が認めら

れることから、熊本県が当広域連合に対して延滞金相当額を補填することで和解するもの

でございます。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

（大西一史広域連合長 着席） 

────────────── ○ ───────────── 

○田中敦朗 議長 

 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これより、討論及び採決に入ります。 

 議第１号、「専決処分の報告及び承認について、熊本県後期高齢者医療広域連合一般職

の職員の給与に関する条例の一部改正」、議第２号、「熊本県後期高齢者医療広域連合会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正」を一括して採決いたします。 

 以上、２件については、討論の通告はございませんでしたので、これより採決いたしま

す。 

 議第１号、議第２号について、原案のとおり承認することに賛成の議員は、御起立願い

ます。 

 

（賛成者起立） 

 

○田中敦朗 議長 

 全員賛成と認めます。 

 よって、議第１号、議第２号は、原案のとおり承認されました。 

 次に、議第３号、「令和５年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）」を採決いたします。 

 本件については、討論の通告はございませんでしたので、これより議第３号を採決いた

します。 

 議第３号について、原案のとおり決することに賛成の議員は、御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○田中敦朗 議長 

 全員賛成と認めます。 
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 よって、議第３号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議第４号、「令和６年度熊本県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」を採決い

たします。 

 本件については、討論の通告はございませんでしたので、これより議第４号を採決いた

します。 

 議第４号について、原案のとおり決することに賛成の議員は、御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○田中敦朗 議長 

 全員賛成と認めます。 

 よって、議第４号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議第５号、「令和６年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

予算」を採決いたします。 

 本件については、討論の通告はございませんでしたので、これより議第５号を採決いた

します。 

 議第５号について、原案のとおり決することに賛成の議員は、御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○田中敦朗 議長 

 全員賛成と認めます。 

 よって、議第５号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議第６号、「熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」を採決いたします。 

 本件については、討論の通告はございませんでしたので、これより議第６号を採決いた

します。 

 議第６号について、原案のとおり決することに賛成の議員は、御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○田中敦朗 議長 

 全員賛成と認めます。 

 よって、議第６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議第７号、「損害賠償額の決定について」、議第８号、「和解の成立について」

を一括して採決いたします。 

 以上、２件については、討論の通告はございませんでしたので、これより採決いたしま

す。 
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 議第７号、議第８号について、原案のとおり決することに賛成の議員は、御起立願いま

す。 

 

（賛成者起立） 

 

○田中敦朗 議長 

 全員賛成と認めます。 

 よって、議第７号、議第８号は、原案のとおり可決されました。 

────────────── ○ ───────────── 

日程第１３ 一般質問 

○田中敦朗 議長 

 次に、日程第１３、「一般質問」を行います。 

 本件については、質問の通告はございませんでしたので、本件は終了いたします。 

 お諮りいたします。本定例会において議決されました案件については、その条項、字句、

その他整理を要するものについては、会議規則第４１条の規定により、その整理を議長に

委任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○田中敦朗 議長 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本定例会において議決された案件の整理については、これを本職に委任するこ

とに決定いたしました。 

 以上で、本定例会に付議されました案件は、全て終了いたしました。 

 これにて、令和６年第１回熊本県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会いたします。 

 

午後２時２９分閉会 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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